
青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア募集要項

１　趣　旨
[bookmark: _GoBack]　　この要項は、本町で開催される「青の煌めきあおもり国スポ」（以下「大会」という。）において、競技会を円滑に運営し、全国から訪れる選手、監督、大会関係者及び一般観覧者を温かくおもてなしするためのボランティアの募集について、必要な事項を定める。

２　名称及び募集主体
（１）ボランティアの名称は、青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア（以下「国スポボランティア」という。）とする。
（２）募集主体は、青の煌めきあおもり国スポ東北町実行委員会（以下「町実行委員会」という。）とする。

３　募集期間
公表した日から募集人数に達するまでとする。

４　募集人数
　　45名程度（１日/15名程度）

５　応募要件
　　開催年（2026年４月１日時点）に中学生以上の方で、次のいずれかの事項に該当すること。ただし、応募時点で18歳未満にあたっては、保護者の同意を得るものとする。
（１）東北町内に在住又は勤務・通学している個人
（２）東北町内に活動拠点のある団体
（３）その他、町実行委員会が必要と認めた個人又は団体

６　活動内容
活動の内容は、次のとおりとする。　　　
	
	区　　分
	主　な　活　動　内　容

	大　会　運　営
	受付・案内
	総合案内所等における案内や資料配布等

	
	休憩所
	休憩所におけるドリンクサービス、休憩所の清掃等

	
	弁当配布
	弁当引換所における弁当の配布及び空き箱の回収

	
	ふるまいコーナー
	特産品等のPR等

	
	環境美化
	競技会場内・周辺の清掃美化、トイレ清掃、看板のぼり旗の維持管理等

	
	交通整理
	会場・駐車場の交通整理、臨時駐車場及びシャトルバスの案内、来場者の誘導等

	
	その他
	上記のほか、競技会運営に関する活動




７　活動日程及び場所
	競技名
	日　程
	場　所

	国スポ正式競技
ソフトボール
少年男子
	令和８年10月17日（土）～19日（月）
	南総合運動公園
ソフトボール場
野球場

	障スポ
ソフトボール
（知）
	令和８年10月24日（土）・25日（日）
	南総合運動公園
ソフトボール場
野球場




８　募集方法
　　町ホームページ、SNS及び東北町発行広報紙を活用するほか、関係団体協力のもと、広く周知を行う。

９　申込方法
応募者は、登録申込書に必要事項を記入の上、町実行委員会事務局まで持参、郵送、FAX又はE-mailのいずれかにて申し込むものとする。
（1） 個人で応募する場合
【第１号様式】青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア登録申込書
（2） グループ・団体で応募する場合
　　【第１号様式】青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア登録申込書
　　【第２号様式】青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア登録申込書
【グループ登録申込用名簿】
【第３号様式】青の煌めきあおもり国スポ東北町ボランティア保護者同意書
（グループ登録用）（ただし、18歳未満の場合）】

10　登録・取消し
（１）募集要件を満たした応募者を国スポボランティアに登録する。
（２）町実行委員会は、次の場合に登録抹消することができる。
ア　本人又は団体から登録を抹消の申し出があった場合
イ　大会のイメージを損なう行為等があった場合
ウ　大会運営に支障があると判断した場合

11　活動日・活動場所の決定
　　登録者の活動日時・活動場所は、登録申込書を参考にし、町実行委員会が決定する。

12　研修等
　　国スポボランティア登録者には、必要に応じて研修会等を実施する。

13　報酬・交通費等
（１）研修会・活動に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担とする。
（２）服飾等の識別用品及びボランティア活動従事日の昼食については、必要に応じて実行委員会が支給する。

14　保険
　　ボランティア活動にあたり、町実行委員会の負担において「傷害保険」及び「賠償責
任保険」に加入する。
　それ以外の活動における事故等について、町実行委員会は責任を負わないものとする。

15　個人情報の取扱い
　　応募者の個人情報については、大会の運営又はその準備のためのみに使用し、それ以外の目的には使用しない。
ただし、青の煌めきあおもり国スポ・障スポ実行委員会「以下（県実行委員会）という」への情報提供に同意している者については、県実行委員会からの要請に応じて個人情報を提供する場合がある。

16　その他
この要項に定めるもののほか、国スポボランティアの募集に関して必要な事項は、別に定める。

17　問合せ先
　　〒039-2401　東北町大字上野字上野191-15
青の煌めきあおもり国スポ東北町実行委員会事務局
（東北町教育委員会　社会教育スポーツ課）
　　　　TEL：0176-56-5180　FAX：0176-56-4235
　　　　E-mail：shakyou@town.tohoku.lg.jp

附　則
この要項は、令和７年７月１０日から施行する。



